
国立大学法人大分大学競争的研究費等業績手当支給細則 

令和４年５月３１日制定 

令和４年細則第１９号 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は，国立大学法人大分大学職員給与規程（平成１６年規程第１８号）第２９条

の３第２項の規定により，競争的研究費等業績手当の支給に関し必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この細則における用語の意義は，次のとおりとする。 

（１） 「競争的研究費等」とは，研究代表者等が獲得した競争的研究費又は民間からの受託，

共同研究等の外部資金をいう。 

（２） 「人件費充当額」とは，競争的研究費等を使用する研究に従事する職員のエフォート

の比率に応じた人件費の額をいう。 

（３） 「人件費相当財源」とは，研究代表者等の人件費のうち，人件費充当額に相当する財

源をいう。 

（４） 「研究代表者等人件費制度」とは，研究代表者等の希望に応じて競争的研究費等から

人件費充当額を算出し，当該競争的研究費等の直接経費からその人件費充当額を充てる

ことにより，人件費相当財源として活用する制度をいう。 

（５） 「研究代表者等」とは，競争的研究費等を獲得した研究代表者又はその研究分担者を

いう。 

（６） 「ＰＩ」とは，研究代表者等人件費制度の適用を受ける研究代表者をいう。 

（７） 「ＰＩ等」とは，ＰＩ及び研究代表者等人件費制度の適用を受ける研究分担者をいう。 

（８） 「エフォート」とは，研究代表者等の１年間の全業務時間のうち，当該競争的研究費

等に関する研究に充てる時間をパーセントで表したものをいう。 

 

（支給対象者） 

第３条 競争的研究費等業績手当は，次の各号のいずれかに該当する職員を対象として支給する。 

（１） 国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号）第２条第２項に規定す

る教育職員のうち教授，准教授，講師及び助教 

（２） 国立大学法人大分大学特任教員就業規則（平成２０年規則第１０号）第２条第２項に

規定する特任教員のうち特任教授，特任准教授，特任講師及び特任助教 

 

 （支給額） 

第４条 競争的研究費等業績手当の支給額は，ＰＩ等の人件費充当額の範囲内で，別に定める手

続により決定する。 

 

 （雑則） 

第５条 この細則に定めるもののほか，競争的研究費等業績手当の支給に関し必要な事項は，別

に定める。 

 

附 則 

 この細則は，令和４年６月１日から施行する。 


